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１ 令和７年度道路除雪実施計画の概要について

［道路河川管理課］

［土木事務所建設課］

（１）目的

積雪時において、市道の除雪を実施し道路交通の確保を行い、市民生活と

産業経済活動の安定を図ることを目的とする。

また、過去の経験を教訓として、より一層の除雪レベルの向上と効率的な

除排雪に努めるものとする。

（２）重点目標

ア 効率的な除雪の推進

イ 歩道除雪の推進

ウ 市民との協働による除雪活動の推進

エ 路面凍結防止対策の強化

オ 国、県との連携強化による道路除雪の推進

カ 除雪に関する情報の提供

（３）除雪等の出動基準

（４）除雪体制の切り替えの基準

ア 大雪警報が発表された場合もしくは発表される見込みの場合など

・地域主導型除雪から市主導型除雪へ切り替える。

イ 警報級の大雪が降った場合など

・幹線優先除雪へ切り替える。

（幹線優先除雪路線 富山駅根塚線など５７路線 ５０．５ｋｍ）

項 目 主 な 出 動 基 準

車 道 除 雪
新降雪が１０ｃｍを超え、気象情報等から

更に降雪深の増大が予想されるとき。

歩 道 除 雪
歩道上の積雪深が２０ｃｍを超えたときを

標準とする。

凍結防止剤散布

降雪の有無にかかわらず、気象情報等により

気温が０℃以下になり、路面が凍結し交通障害

の発生が予想されるとき。
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（５）市民との協働による除雪活動について

ア 地域主導型除雪について

・各地域の降雪状況に応じて、地域の代表者（自治振興会長など）が、

直接、除雪業者に新雪除雪の出動の要請を行う「地域主導型除雪」を

富山市全域となる８１地区で実施。

イ 住民への除雪機械の貸付けによる除雪活動の推進

・市民との協働による、きめ細かな除雪の推進を図るため、町内会等へ

除雪機械の貸付けを行う。

町内会等への除雪機械貸出し台数

ウ 地域の代表者などを対象に、道路除雪実施計画の見直しなどに関する

説明会を毎年秋に開催（令和７年度は１０月２９日・３０日に開催）。

エ 次年度の道路除雪実施計画の見直しに向け、地域の代表者などと除雪に

関する意見交換会を毎年５月ごろに実施。（令和７年度は５月３０日・

６月２日に開催）

（６）県や交通事業者との連携について

ア 県管理道路への応援除雪

・主要地方道富山港線など １４路線 ４１．９ｋｍ

イ 県との連携除雪（県道と一連で除雪を実施する路線）

・県の指示（機械）による除雪 ２１路線 ２４．６ｋｍ

・市の指示（機械）による除雪 ７路線 ６．４ｋｍ

ウ 県管理道路との交差点除雪

・市道有沢２９号線と主要地方道富山八尾線との交差点など

６７箇所

エ 県との雪捨場の共同利用 １４箇所（市１１箇所、県３箇所）

オ 大雪時における公共交通の円滑な運行確保に向けた、交通事業者との

連携

・市と交通事業者との連絡体制や、大雪時にバス路線等を優先的に除雪

する体制を整備。

機械種別 台 数 昨年比

大型除雪機械（スノーローダ―0.6㎥級等） １９１台 －１台

小型（ハンドガイド式） １９９台 ＋２台

合 計 ３９０台 ＋１台
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（７）情報の収集や発信について

ア 情報発信の強化

・地域主導型除雪と市主導型除雪の切り替えなどの情報をＳＮＳ、

スマートフォンアプリなどにより発信。

・ＧＰＳトラッカーの導入拡大による除雪実施状況を市ホームページで

公開。

イ 大雪時における市民からの問い合わせなどに対応するため、パトロール、

情報処理の体制強化を図る。

（８）道路除雪延長及び除雪機械台数等

項目 単位 数量 備 考

車道除雪延長 ㎞ 1,848.9

車道消雪延長 〃 679.4 町内消雪を含む

歩道除雪延長 〃 234.4

歩道消雪延長 〃 24.2 町内消雪を含む

凍結防止剤散布

延長
〃 92.0

市保有機械 台 391 リース機械 295 台含む

業者保有機械 〃 595

合 計 〃 986

委託業者数 社 336
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